
議案第４９号 

さいたま市授業料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市授業料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２６年２月７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

さいたま市授業料等徴収条例の一部を改正する条例

さいたま市授業料等徴収条例（平成１３年さいたま市条例第１１６号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨）  （趣旨）

第１条 この条例は、さいたま市立の高等学校の授

業料、入学料及び入学選考手数料並びにさいたま

 市立浦和中学校（次条において「中学校」という。

）の入学選考手数料（以下「授業料等」という。

）の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、さいたま市立の高等学校の授

業料、入学料及び入学選考手数料並びにさいたま

市立浦和中学校（第３条において「中学校」とい

う。）の入学選考手数料の徴収に関し必要な事項

を定めるものとする。

 （授業料等の額）  （授業料）

第２条 授業料等の額は、次の表に定めるとおりと

する。

学校の

別

授業料等の区分 授業料等の額

高等学

校

授業

料

市内生（市

内に住所を

有する生徒

をいう。以

下同じ。）

年額 １１８，

８００円

市外生（市

内生以外の

生徒をいう。

以下同じ。

）

年額 １８０，

０００円

入学 市内生 ５，６５０円

料 市外生 ７３，０００円

第２条 高等学校の授業料は、徴収しない。ただし、

授業料を徴収しないことが高等学校における教育

に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点か

ら相当でないと認められる特別の事由があると市

長が認めるときは、この限りでない。
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入学選考手数料 ２，２００円

中学校 入学選考手数料 ２，２００円

２ 一の年度において高等学校に在学する月の数（

１月未満の端数があるときは、これを１月とする。

）が１２月に満たない場合の授業料の額は、授業

料の年額の１２分の１に相当する額（以下「月額

相当授業料」という。）に当該月の数を乗じて得

た額とする。

２ 前項ただし書の規定により徴収する授業料の額

は、年額１１万８，８００円とする。

３ 第１項の規定にかかわらず、高等学校等就学支

援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８

号）第５条第１項に規定する受給権者として同法

第６条第２項に規定する期間（同法第８条第１項

の規定により高等学校等就学支援金の支給が停止

された期間及び同法第９条の規定により高等学校

等就学支援金の支払を差し止められた期間を除く。

）に高等学校等就学支援金の支給を受ける市外生

（次条において「支給対象市外生」という。）に

係る授業料の額は、市内生に係る授業料の額と同

額とする。

 （月額の変更に伴う授業料の算定方法） （入学料及び入学選考手数料）

第３条 学年の途中において市内生若しくは支給対

象市外生（以下この項において「市内生等」とい

う。）から支給対象市外生以外の市外生（以下こ

の項において「支給対象外市外生」という。）と

なり、又は支給対象外市外生から市内生等となっ

た生徒に係る授業料の額は、当該年度において、

市内生等に係る授業料を徴収する期間については

市内生等に係る月額相当授業料に当該市内生等に

係る授業料を徴収する期間における月の数を乗じ

て得た額とし、支給対象外市外生に係る授業料を

徴収する期間については支給対象外市外生に係る

月額相当授業料に当該支給対象外市外生に係る授

業料を徴収する期間における月の数を乗じて得た

額とする。

第３条 高等学校については、入学料及び入学選考

手数料を徴収する。

２ 中学校については、入学選考手数料を徴収する｡

３ 第１項の入学料及び前２項の入学選考手数料の

額は、次の表に定めるとおりとする。

高等学

校

入学

料

市内生（市

内に居住し

ている生徒

をいう。）

５，６５０円

市外生（市

内生以外の

生徒をいう。

）

７３，０００円

入学選考手数料 ２，２００円

中学校 入学選考手数料 ２，２００円
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 （休学等の場合の授業料の徴収基準）  （休学等の場合の授業料の額）

第５条 休学し、又は留学する生徒の授業料につい

ては、当該休学又は留学の期間中は徴収しない。

ただし、休学又は留学をした日（月の初日を除く。

）の属する月分の授業料及び復学した日の属する

月分の授業料については、当該生徒に係る月額相

当授業料の全部を徴収する。

第５条 休学又は留学の期間内に出席した日のない

月がある場合の授業料の額は、授業料の年額から

授業料の年額の１２分の１に相当する額（以下「

月額相当授業料」という。）にその月の数を乗じ

て得た額を控除した額とする。

２ 学年の途中において入学した生徒の当該入学を

した日の属する月分の授業料については、当該生

徒に係る月額相当授業料の全部を徴収する。

２ 学年の途中において入学した場合の授業料の額

は、月額相当授業料に当該入学をした日の属する

月から当該年度の最後の月までの月数を乗じて得

た額とする。

３ 学年の途中において退学し、転学し、又は死亡

した生徒の当該退学、転学、又は死亡をした日の

属する月分の授業料については、当該生徒に係る

月額相当授業料の全部を徴収する。

３ 学年の途中において退学し、転学し、又は死亡

した場合の授業料の額は、授業料の年額から月額

相当授業料に当該退学、転学又は死亡をした日の

属する月の翌月から当該年度の最後の月までの月

数を乗じて得た額を控除した額とする。

４ 学年の途中において市内生から市外生となり、

又は市外生から市内生となった生徒の住所の変更

をした日の属する月分の授業料については、変更

前（住所の変更をした日が月の初日である場合に

あっては変更後）の住所に基づき徴収することと

なる月額相当授業料の全部を徴収する。

 （授業料等の不還付）  （授業料等の不還付）

第６条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、

市長が特に必要があると認めるときは、この限り

でない。

第６条 既納の授業料、入学料及び入学選考手数料

は、還付しない。ただし、市長が特に必要がある

と認めるときは、この限りでない。

 （不正利得の徴収）

第１０条 偽りその他不正の手段により授業料等の

全部又は一部の徴収を免れた者があるときは、市

長は、その者から、その免れた授業料等の額に相

当する金額の全部又は一部を徴収することができ

る。

第１１条 ［略］ 第１０条 ［略］

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続きさいたま市立の

高等学校に在学する生徒に係る施行日以後の授業料の徴収については、なお従前の

例による。
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３ 前項の規定は、施行日前から引き続き高等学校等（公立高等学校に係る授業料の

不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律（平成

２５年法律第９０号）による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等

学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号）第２条第１項に

規定する高等学校等をいう。）に在学する生徒又は学生（日本国内に住所を有する

生徒又は学生に限る。）である者が施行日以後にさいたま市立の高等学校に転入学

をした場合におけるその者に係る当該転入学をした日以後の授業料の徴収について

準用する。
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